
報告第９号 

 

   専決処分事項の報告及びこれの承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

記 

 

 （処分事項） 

 三田市市税条例の一部を改正する条例の制定 

 

  令和２年６月５日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

 

 （提案理由） 

 地方税法の一部改正に伴い、三田市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、

施行期日が急迫し、急を要するため専決処分したので、これを議会に報告し、承認

を求める。 

  



専決第９号 

 

   三田市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記の

とおり専決処分する。 

 

  令和２年５月１日 

 

三田市長 森  哲 男    

 

 （専決処分すべき事項） 

 三田市市税条例の一部を改正する条例の制定（別紙のとおり。） 

 （理由） 

 地方税法の一部改正に伴い、三田市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、

施行期日が急迫し、急を要するため専決処分する。 

 

 

  



三田市条例第２８号 

 

   三田市市税条例の一部を改正する条例 

 

三田市市税条例（昭和３２年三田町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 付則第１０条の２第１６項中「をいう」の次に「。第１８項において同じ」を加

え、同条に次の１項を加える。 

１８ 法附則第６２条に規定する市の条例で定める割合は０ （生産性の向上に重点

的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画に定める業種に属する事業の

用に供する同条に規定する家屋及び構築物にあつては、０）とする。 

付則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２４条 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第１

５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


